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令和７年香美市議会定例会１０月臨時会議議事日程  

                        （審議期間第１日目  日程第１号）  

令和７年１０月３１日（金） 午前９時３０分開議 

 日程第１ 審議期間の決定  

 日程第２ 会議録署名議員の指名  

 日程第３ 諸般の報告 

   １．議長の報告  

   ２．市長の報告  

     （１）専決処分事項の報告について  

        報告第１９号 住宅新築資金及び宅地取得資金貸付における訴えの提起  

               について  

        報告第２０号 損害賠償の額の決定及び和解について  

     （２）行政の報告並びに提案理由の説明  

 日程第４ 議案第７９号 令和７年度香美市一般会計補正予算（第５号）  
会議録署名議員  
 ３番、中平麻衣君、４番、西村剛治君（審議期間第１日目に審議期間を通じ指名）  
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議事の経過  
（午前 ９時３０分 開会 開議） 

○議長（小松紀夫君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１６人です。定

足数に達していますので、これから、令和７年香美市議会定例会を再開し、１０月臨時

会議を開会します。  

  報告します。１６番、山本芳男議員は、欠席という連絡がございました。  

  直ちに本日の会議を開きます。  

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。  

  日程第１、審議期間の決定を議題とします。  

  本件につきましては、本日の議会運営委員会で協議いただいております。協議結果に

つきましては、議会運営委員会、舟谷千幸委員長から協議結果報告書が提出されていま

すので、御覧いただきたいと思います。  

  お諮りします。今臨時会議の審議期間は、委員長報告のとおり本日１日としたいと思

います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    異議なしと認めます。よって、審議期間は本日１日と決定い

たしました。 

【審議期間予定表  巻末に掲載】  

○議長（小松紀夫君）    日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今臨時会議を通じて、３番、中

平麻衣議員、４番、西村剛治議員を指名します。両名はよろしくお願いいたします。 

  日程第３、諸般の報告を行います。  

  初めに、議長の報告を行います。  

  まず、市長から、地方自治法第１８０条の規定による専決処分事項について、報告第

１９号及び第２０号のとおり報告がございました。  

  次に、監査委員から、例月現金出納検査及び定期監査の結果について報告書が提出さ

れております。 

  その他の報告事項につきましては、議長報告書のとおりでございます。  

  日程第３、報告第１９号、住宅新築資金及び宅地取得資金貸付における訴えの提起に

ついてから、日程第４、議案第７９号、令和７年度香美市一般会計補正予算（第５号）

まで、以上３件を一括議題とします。  

  行政の報告及び提案理由の説明を求めます。依光市長。 

○市長（依光晃一郎君）   本日、議員の皆様の御出席をいただき、令和７年香美市議

会定例会１０月臨時会議が開かれますことに、厚く御礼を申し上げます。  

  本臨時会議に提案します議案について、御説明いたします。  

  報告第１９号は、専決処分事項の報告について、住宅新築資金及び宅地取得資金貸付



－4－ 

における訴えの提起についてです。  

  報告第２０号は、専決処分事項の報告について、損害賠償の額の決定及び和解につい

てです。  

  議案第７９号は、令和７年度香美市一般会計補正予算（第５号）です。 

  以上、報告２件、議案１件の提案となります。  

  議案の詳細につきましては、お手元の議案細部説明書を御参照いただき、何とぞ御審

議の上、適切な議決を賜りますよう、お願い申し上げます。  

○議長（小松紀夫君）    これで市長の提案理由の説明を終わります。  

  これから、報告第１９号についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

  １２番、笹岡優議員。  

○１２番（笹岡優君）   まず、全体の認識をはっきりさせたいのですが、４５０万円

の住宅新築資金を貸し付けて、それから宅地取得資金で２５０万円を貸し付けたと、制

度上、国と県の補助事業で、３８１万６,０００円と２０１万５,０００円のお金が補助

金で来たと、その差額等が市の持出しという認識でいいのかどうか。それから、土地と

建物の差押えをしているわけですから、その処分をすれば、一定現金化することができ

るかどうかも含めて、その辺の見通しをお願いしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）    税務収納課、猪野課長。  

○税務収納課長（猪野高廣君）    笹岡優議員の御質問にお答えします。  

  議案細部説明書に、非常に長い説明文を書かせていただきました。３分の２ぐらいの

ところをちょっと見ていただきたいと思います。 

  相続人は子の３人で、相続人Ｂ（訴外）は平成２０年４月から重畳的債務引受をして

おり、令和７年１０月現在も納付を続けています。本年４月１日現在の残高は、住宅新

築資金と宅地取得資金の合計が８７万２ ,３３０円となっております。これ以降も毎月

支払いをしておりますので、その額からは減っておる格好になっておりまして、相続人

が３人おるうちのＢが支払いをしておると。Ａも相続人になりますが、この議案細部説

明書のとおり何の音沙汰もなかったため、もしＢに何かあったときのために、この者か

ら徴収することができるように手続を取ったところ、今回の専決処分事項の報告になっ

たと。内容証明郵便をそのまま受け取って、何もなければ債務があることを本人が認め

たことにはなりますけれども、認めなかったために訴訟へ発展したということで、訴訟

に発展したことによりまして、債務があることを本人が認めたということになります。

現在支払いを続けているＢが、今後もそのまま支払いを続けていくと、あと一、二年で

償還すると見越しております。  

  それから、土地を差押えしておりますけれども、もしＢに何かありまして、亡くなっ

たりして支払いが滞った場合は、Ａに支払いを請求する格好になりますが、支払いを請

求してもＡが何も支払わなかった場合は、その差押えしております土地と建物を競売に

かけまして、債権の回収を図るという準備ができております。  
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  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    １２番、笹岡優議員。 

○１２番（笹岡優君）    前に提案してきて、司法書士をこの住宅新築資金については

３人構えて、司法書士に市と借手の方との間に入っていただいて調整をやってきた経過

もありますが、現在もそれをやっているという認識でいいのでしょうか。  

○議長（小松紀夫君）    税務収納課、猪野課長。  

○税務収納課長（猪野高廣君）    お答えします。  

  司法書士３人と契約を結んで、現在も２か月に一遍、債権回収部会で相談しまして、

回収方法などを習っております。間に入ってもらってどうのこうのではなくて、回収す

る際の法的手段について間違いがないかというようなこととか、裁判所へ書類を提出し

なければならない場合、司法書士に頼んで手続をしてもらっておるという関係でござい

ます。 

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １４番、山﨑龍太郎議員。  

○１４番（山﨑龍太郎君）   少し関連して伺います。 

  Ａの督促異議申立ての趣旨等について、お分かりであったら教えてもらいたいのと、

現在、訴訟についてはもう担当がやっているのか、そこら辺のところですね。大体、訴

訟事務は職員がやっているようなことを、大分前に聞いたことがありますが、そこら辺

をお願いします。  

○議長（小松紀夫君）    税務収納課、猪野課長。  

○税務収納課長（猪野高廣君）    お答えいたします。  

  内容付証明を送りまして、本人には届きました。その後、本人から督促異議申立書が

裁判所に提出されたことにより、訴訟に発展したということになります。裁判の日程は

１２月５日だったかな、呼出しを受けておりますので、職員２人で裁判所へ原告として

行くようになっております。  

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    １４番、山﨑龍太郎議員。  

○１４番（山﨑龍太郎君）   裁判は職員対応でするということで、大体、最近の流れ

はそうだと思いますが、時効の援用とか様々な部分で、あまりこれは当てはまらんと思

うんですけれども、係争の中身になるところが、こちらとしてはあまりないように思う

のですけれども、そこら辺はどういう認識なのかをお願いします。  

○議長（小松紀夫君）    税務収納課、猪野課長。  

○税務収納課長（猪野高廣君）    今回、裁判になりましたのは、私どもが、あなたも

相続人なので、住宅新築資金の債務をあなたにも支払ってもらう権利というか、それが

ありますよということで支払い督促を出したんですけれども、それに対して異議申立て
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が出てきたということですので、相続人である限りは裁判に負けることはないと私ども

は思っております。判決をいただけるものと思っておりますが、裁判官がどういう判断

を下すかは分かりませんので、和解とか調停とか、何かそういうふうにしなさいという

ことであれば、また後日、専決処分事項の報告になるかもしれませんが、議会の場での

報告が必要になってくるということでございます。  

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    ４番、西村剛治議員。 

○４番（西村剛治君）   ちょっと教えていただきたいんですけれども、今回の専決処

分事項の報告については、起訴を行うということだけの報告と、この文面からは読み取

れるんですけど、これに係る費用等についてはどのようになっているのでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）    税務収納課、猪野課長。  

○税務収納課長（猪野高廣君）    支払い督促に対する異議申立てが出された時点で、

もう裁判に移るということは法律上決まっております。その裁判手続に関する費用、今

は市の予算で書類費用とかを裁判所に支払っておりますので、判決の結果こちらが勝ち

ましたら、被告に払っていただくことになろうかと思います。  

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    ほかにありませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。  

  以上で、報告第１９号についての質疑を終わります。  

  次に、報告第２０号についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。  

  以上で、報告第２０号についての質疑を終わります。  

  お諮りします。議会運営委員会からの協議結果報告書のとおり、今臨時会議に提案さ

れた議案は、香美市議会会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（小松紀夫君）    異議なしと認めます。よって、今臨時会議に提案された議案

は、委員会付託を省略することに決定しました。  

  日程第４、議案第７９号、令和７年度香美市一般会計補正予算（第５号）を議題とし

ます。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。企画財政課、黍原課長。  

○企画財政課長（黍原美貴子君）    補足説明はございません。御審議よろしくお願い

いたします。  

○議長（小松紀夫君）    補足説明はありません。  

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

  １７番、山﨑眞幹議員。  
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○１７番（山﨑眞幹君）   それではお尋ねしたいと思います。  

  議案第７９号の１６ページ、３の２の１の１２節、議案細部説明書７ページでござい

ます。 

  美良布保育園に関する耐震診断委託業務ですけれども、この理由について、保護者ア

ンケートの結果、耐震性に関する懸念の声が寄せられたことからということで、現園舎

は平成１８年１月に実施した耐震診断では耐震性ありと。昭和５２年だったかな、にで

きた鉄筋コンクリート製のものですね。  

  １０月２６日の保護者説明会の中で、それまでの経過とか現案についての話があって、

今後の方針について意見をいただいた後で、事務局から、大規模改修ということが保護

者アンケートで出ていましたけれども、それについて皆様はいかがでしょうかという問

いかけがあったときに、それでもいいと、異論がなかった、一家族からそれについては

異論がありませんとあったわけです。全部で８人が出席しておりまして、家族の方もい

たと思うのでそれも含めて、皆様からそれについての異論は出なかったということです。  

  一方で、今回、愛と勇気の物語のまちの財政事情ということで、来年度の予算編成に

おいてキャップもかけていきたいという説明もありました。もし、この耐震診断で耐震

性ありと、少し手を加えなければいけないけれども耐震性ありという結論が出れば、大

もう規模改修の方向性一択で、今後の説明はそれを主流にして説明していったほうがい

いんじゃないかなと思いました。  

  なぜかというと、保護者もできるだけ早い決断というか、現状の子供たちがどうなる

のかの早い決定を望んでいたように思います。新しく建てた場合でも最速で令和１１年

度、そして、新たに場所を選定してやった場合には令和１３年度で最速という説明もあ

りました。じゃあ、耐震化で大規模改修をやったらどうですかということで、その期間

については早ければ令和８年度中ということもありましたので、そういう方向性で取り

組むべきだと考えますけれども、見解をお尋ねしたいと思います。  

○議長（小松紀夫君）    教育振興課、前田課長。  

○教育振興課長（前田薫君）    お答えします。  

  美良布保育園建設事業につきましては、現地建て替えにより、令和１１年４月開園を

目指すという基本方針を持った上で、令和８年５月をめどに建設基本計画の改定を予定

しており、本年中に再設置を予定しております建設検討委員会に、改定内容について諮

問をするように計画しております。  

  今回の耐震診断につきましては、本年９月に美良布保育園保護者に対して実施した建

設事業に関するアンケート調査で、現園舎の耐震性に関する懸念の声が上がったこと、

開園目標時期が１年間延期となったことから実施するものであり、耐震性ありと診断さ

れた前回の診断以降の施設劣化状況、建て替えまでの間の現園舎の安全性を確認するこ

とを最大の目的としております。  

  大規模改修につきましては、先日開催しました保護者意見交換会で御説明したところ、
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２人の方から明確に大規模改修でも良いという旨のお答えをいただいたとともに、複数

の方がうなずかれているような状況でありました。  

  今回の補正予算に議決をいただき耐震診断を実施した場合、診断結果が出るのは令和

８年３月になるものと想定しておりますが、先般実施しましたアンケート調査でも、大

規模改修は現園舎での保育を伴う現地建て替えに次ぐ支持をいただいていましたので、

保護者の声として、大規模改修の選択肢を建設検討委員会にお示しすべきものであると

考えております。  

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    １７番、山﨑眞幹議員。  

○１７番（山﨑眞幹君）   そうですよね、実際にそのような取扱いをして、二つとい

うか、大規模改修も一つの方向性であるという説明をしていただければと思います。実

際、その大規模改修は、耐震診断が駄目だったらいかんわけですけれども、それがオー

ケーであるならば、これまでの案で例えば事業費として１０億円とか９億円とか８億円、

その中で本市の持出しが３億円、３億円、２億円みたいなところがやっぱり随分軽減さ

れて、そのお金というのは、当然、同じ教育委員会内でほかの事業にも使えますし、や

はりそういう方向で現下の状況ではいかなければ駄目だと思っております。ちなみに、

昭和５２年だったと思いますが、鉄筋コンクリート。ちょっと調べましたけれども、山

田小学校の校舎が、うろ覚えですが昭和３６年の鉄筋コンクリートで、いまだに耐震が

あって使っていますので、使えるようでしたらそういう方向性で。これは意見ですので

答弁は要りませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。  

○議長（小松紀夫君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １３番、濱田百合子議員。  

○１３番（濱田百合子君）    美良布保育園のことで関連してお尋ねいたします。  

  今回、診断をするわけですけれども、前回も診断をしてオーケーだったということで

すので、その基準の数値がどうだったのかが分かればお伺いしたいのと、そうであって

も築４８年に今なっているわけで、住民要望の中にも新しい園舎ということがあったの

ではないかと思いますけれども、新園舎を別の場所に建設する選択肢も、私も９月の保

護者説明会へ行きましたけれども、そのときに執行部は、新園舎を別の場所へという選

択肢も説明されていました。そのときにも意見が出ましたけれども、選択肢もあり得る

という認識で良いかどうか、まだ建設検討委員会もこれからでございますが、その辺り

をお伺いします。  

○議長（小松紀夫君）    教育振興課、前田課長。  

○教育振興課長（前田薫君）    お答えします。  

  前回の耐震診断につきましては、耐震性ありという報告で把握しておりますが、詳細

の数値等につきましては、現在資料を持ち合わせておりませんので、お答えすることが

できません。  
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  あと、新園舎を別の場所に建設するという選択肢につきましては、これまで御説明し

てきたとおり、建設用地の取得に時間を要すること、周辺住民との合意形成が不確実で

あることなどから、現状では選択肢として考えてはおりません。  

  以上となります。  

○議長（小松紀夫君）    ほかに質疑はありませんか。  

  ４番、西村剛治議員。  

○４番（西村剛治君）   確認させていただきたいんですけれども、今回、耐震診断を

するのは、前回やってから２０年ぐらいたっているし、公共建築物においては１０年に

一度が推奨されているという中で、２０年ぶりにやるのは理にかなっていると思います。

ただ、結果的に耐震性なしと出た場合、それでも改修案というものは検討委員会に諮る

のでしょうか。それとも、耐震性ありの場合だけ建設検討委員会に上げることになるの

か。 

○議長（小松紀夫君）    教育振興課、前田課長。  

○教育振興課長（前田薫君）    お答えします。  

  耐震診断を行った結果、耐震性なしと出ましたら、建設検討委員会に大規模改修とい

う選択肢の提案は想定しておりません。  

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １１番、山崎晃子議員。  

○１１番（山崎晃子君）   １６ページでお聞きいたします。９の１の３の１２節、議

案細部説明書は４ページになっております。  

  この中で、入札不調により着手が遅れたということで、来年度予算を計上していくこ

とになっておるようですけれども、来年度にまたこういうことになってもいけませんの

で、どういう状況なのかをお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）    野口消防長。  

○消防長（野口正一君）   お答えいたします。  

  ５月に行われました１回目の入札は不調でございます。７月の２回目については不落

となっております。３回目につきましては１１月に予定をしております。  

  以上です。  

○議長（小松紀夫君）    ほかにございませんか。  

  １１番、山崎晃子議員。  

○１１番（山崎晃子君）   ３回目を１１月に予定しておるということですが、それで

落札されたらできるという形ですか。確認いたします。 

（消防長、野口正一君、自席にてうなずく）  

○議長（小松紀夫君）    ほかにございませんか。  

○議長（小松紀夫君）    質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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  これから討論を行います。討論はありませんか。  

○議長（小松紀夫君）    討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

  これから、議案第７９号を採決します。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（小松紀夫君）    全員起立であります。よって、議案第７９号は、原案のとお

り可決されました。  

  以上で、今臨時会議に付された議案は全て議了しました。  

  以上をもちまして、１０月臨時会議を終了し、令和７年香美市議会定例会を散会いた

します。  

（午前 ９時５７分 散会）  
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